
私

　   (1)「雇用保険の資格を取得し」、次のいずれかの手帳の交付を受けている者

これは、障がいのある人がいきいきと働けるように、障がいのためにおきる経済的

負担などのハンディキャップを、少しでも軽くすることを目的としています

リキグループ障がい者助成金について

リキグループは、障がいのある人が主体的に自立した生活を送る

ことができるよう、雇用・就労の促進に取り組んでいます

５　支給申請の手続

　          ①　身体障害者手帳　(｢赤い手帳｣とも呼ばれる)

　          ②　療育手帳　(｢愛の手帳｣｢緑の手帳｣とも呼ばれる)

リキグループでは「障がい者助成金制度」をもうけています

２　支給額       　  ：    金５万円限度とする。　※その他『障がい者雇用促進助成金規程』に準ずる

      (2)リキグループの㈱リキワールド、㈱ティーエム・テックス、㈱ワールドプランの

　       いずれかに原則として１２月の給与計算締切日現在において３ヶ月以上在籍していること

３　支給の回数・日：    原則、毎年１回・１２月の給与支払日

４　支給方法         ：　  原則「給与とともに振込」とする。（課税対象）

　          ③　精神障害者保健福祉手帳　(｢障害者手帳｣とも呼ばれる)

　　　　上記の手帳のコピーを添えて所定の申請書を提出してください

　　　　　　（詳細は、各事業所・営業所の所属長、スタッフまでお問合せ願います）

１　支給対象者：次の条件をともに満たす人

私
た
ち
は
障
が
い
の
あ
る
人
を
支
援
し
ま
す

私たちは障がいのある人もない人も、

ともにいきいきと働ける職場をめざしています
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